
金
海
古
蹟
志
巻
十
二

附
役
の
者
も
居
た
り
と
い
ひ
偲
へ
た
り
。
按
守
る
に
‘
越
中
国
腐
波

郡
川
上
刀
利
村
百
姓
宗
右
衛
門
方
に
左
の
書
札
を
所
持
す
。
共
の
文

に‘今
度
我
等
自
然
来
之
者
川
井
九
郎
右
衛
門
・
黒
川
五
郎
布
衛
門
・
古
川
十

右
衛
門
致
且
依
落
-
候
慮
、
彼
三
人
之
者
見
知
候
付
而
、
吉
岡
六
左
衛

門
・
池
上
九
郎
右
衛
門
雨
入
溜
候
。
自
然
共
口
通
に
見
得
候
は
官
、
此

者
共
申
次
第
、
共
在
所
並
近
所
之
百
姓
中
治
さ
へ
位
、
此
方
h
案
内

可
v
申
。
但
治
さ
へ
置
候
儀
不
v
成
候
は
ピ
、
念
度
う
ち
は
た
し
候
て

可
v
給
候
。
鏡
v
共
如
v
斯
候
。
以
上
。

五

月

十

六

日

本

飛
騨
口

安
島
守
政
重

牛O
I=P 

在
所
百
姓
中

宕
は
何
れ
の
年
の
事
た
ら
ん
か
。
按
守
る
に
、
三
蜜
紀
に
、
寛
永
十

七
年
七
月
下
旬
の
頃
と
か
や
、
組
問
権
兵
衡
を
夜
討
に
し
、
金
銀
悉

〈
取
り
て
行
き
け
り
。
老
中
吟
味
せ
ら
れ
け
り
。
吟
味
漸
〈
回
数
を

経
て
も
知
れ
ざ
り
け
る
に
、
女
一
人
目
安
を
以
て
注
進
す
。
権
兵
衡

を
夜
討
に
仕
候
者
は
、
樟
問
源
右
衛
門
家
来
蜂
屋
滑
兵
衛
と
申
す
者

也
。
同
類
に
奥
す
る
者
は
、
才
鶴
理
助
と
申
す
人
也
。
此
の
外
に
も

候
は
ん
由
申
上
ぐ
る
云
々
。
同
類
共
則
ち
本
多
房
州
の
家
来
に
多
く

一
、
営
寺
屋
敷
、
新
立
町
才
監
物
上
地
之
内
廿
間
四
方
、
門
前
之
道

相
添
、
四
百
三
拾
三
歩
拝
領
仕
度
越
、
寛
永
九
年
壬
申
春
本
多
安
房

守
殿
額
申
候
底
、
共
時
分
路
事
津
悶
勘
兵
衛
殿
ね
被
昌
仰
付
-
候
由
民

付
、
安
易
守
殿
家
老
混
同
六
右
衛
門
与
申
者
を
、
津
岡
勘
兵
衛
殿
h

安
易
守
殿
よ
り
被
v
遁
候
慮
、
拝
領
之
儀
相
演
申
之
官
、
則
安
易
守
殿

よ
り
被
-
-
仰
聞
-
候
節
.
右
浅
間
六
右
衛
門
同
道
仕
‘
津
岡
勘
兵
衛
殿
h

植
民
会
申
候
。
共
以
後
俊
安
三
年
大
水
之
時
、
右
屋
敷
h
水
入
申
に

付
、
本
多
安
房
守
殿
下
屋
錦
之
末
に
而
替
地
検
v
下
候
様
、
御
年
寄
中

h
断
申
上
候
底
、
御
同
心
故
、
替
地
方
歩
数
拝
領
仕
申
候
。
寺
内
b

横
山
山
按
守
殿
上
地
凶
拾
五
歩
四
尺
五
寸
.
地
子
に
而
諦
申
候
。
共

外
安
易
守
殿
下
屋
錦
之
内
茂
御
座
候
。
以
上
。

明

暦

二

年

間

四

月

十

三

日

瑞

光

寺

葛

巻

誠

人

殿

茨
木
右
衛
門
殿

感
渓
印

右
新
立
町
の
奮
寺
地
は
、
停
設
に
一
試
ふ
。
新
立
町
庚
み
萄
海
士
九
星

民
の
元
邸
地
是
也
と
ぞ
。
才
監
物
は
才
伊
豆
が
子
也
。
三
州
志
健
議

徐
考
に
、
才
伊
豆
は
初
め
上
杉
山
慌
の
士
に

τ
、
小
間
切
庄
左
衛
門
と

一
宮
ひ
、
松
川
合
職
に
青
木
新
兵
衛
杯
と
武
功
の
士
左
り
。
後
法
鉢
し

金
滞
古
蹟
志
血
管
十
二

入

あ
り
け
る
が
、
佐
藤
名
右
衛
門
と
云
ふ
者
は
、
親
子
五
人
を
指
殺
し
、

共
の
身
自
容
を
遂
げ
に
け
り
。
佐
藤
櫛
卒
と
い
ふ
も
の
は
、
老
父
の

腰
ぬ
け
た
る
を
指
殺
し
、
家
に
火
を
か
け
白
書
す
。
中
村
普
佑
と
云

ふ
者
は
、
盲
目
の
親
を
指
殺
し
立
退
く
。
坂
上
平
右
術
門
と
云
ふ
者

は
‘
親
子
兄
弟
六
人
一
集
に
立
退
き
け
り
。
房
州
よ
り
何
れ
も
迫
乎

を
懸
け
ら
れ
ど
も
行
方
知
れ
宇
。
小
松
よ
り
御
目
付
紳
谷
誠
人
被
a
仰

波
一
前
後
の
吟
味
承
属
事
務
み
.
小
松
へ
罷
蹄
り
言
上
す
。
何
れ
も

罪
人
共
御
成
敗
被
昌
仰
付
↓
と
あ
り
。
按
宇
る
に
、
前
額
の
書
札
-K
戟

せ
ら
れ
し
川
井
九
郎
右
衛
門
以
下
三
人
も
、
是
ら
の
時
の
肉
類
の
者

た
ら
ん
か
。
園
初
胤
世
の
習
俗
未
だ
残
り
し
頃
な
れ
ば
、
か
L
る
悪

総
共
も
多
か
り
し
事
‘
さ
も
あ
る
べ
し
と
ぞ
知
ら
れ
け
る
。

O
江
西
山
瑞
光
寺

臨
済
宗
也
。
三
筒
屋
版
の
六
用
集
に
、
瑞
光
寺
鷹
匠
町
下
と
あ
り
て
‘

沓
藩
中
は
所
付
を
鷹
匠
町
下
と
書
出
す
蔀
例
た
り
と
ぞ
。
貞
享
二
年

の
由
来
書
に
一
式
ふ
。
賞
寺
開
山
は
愚
渓
和
倫
、
開
基
檀
越
は
才
道
ニ
・

伊
藤
元
組
外
記
に
て
、
寛
永
九
壬
申
歳
本
多
安
易
守
を
以

τ微
妙
公

へ
致
昌
吉
上
一
-
寺
地
界
側
仕
る
0

・
と
あ
り
。
按
宇
る
に
、
是
よ
り
さ
き

明
暦
二
年
の
来
躍
書
に
は
如
ν
左
記
載
せ
り
。

τ才
道
仁
と
銃
す
。
我
が
微
妙
公
に
.
仕
へ
、
二
千
石
賜
は
り
、
後
加

思
あ
り
て
四
千
石
に
至
る
。
居
第
は
小
立
野
藤
岡
五
郎
・
横
演
主
税

等
第
地
是
也
と
云
ふ
。
共
の
子
監
物
の
時
寛
永
十
六
年
大
聖
寺
の
従

士
と
成
り
、
大
聖
寺
の
地
へ
移
住
す
。
共
の
子
戎
太
夫
千
五
百
石
と
、

大
聖
寺
承
服
二
年
の
土
絡
に
見
ゆ
。
と
あ
り
。
平
次
按
宇
る
に
、
才

道
仁
が
居
屋
敷
は
、
有
海
永
貞
の
古
兵
談
残
褒
集
に
‘
才
遺
仁
の
屋

敷
は
、
永
原
左
京
上
屋
敷
の
地
に

τ、
今
明
地
と
成
り
た
る
所
也
と

-X
ふ
。
と
あ
り
。
延
貨
の
金
棒
聞
に
、
小
立
野
出
mm
二
番
丁
の
角
屋

敷
地
を
ば
永
原
左
京
と
記
載
し
、
永
原
氏
移
柏
崎
の
後
明
地
と
成
り
居

た
る
を
、
質
暦
九
年
八
月
藤
田
郵
正
第
地
に
賜
は
り
て
‘
段
務
の
際

ま
で
藤
岡
氏
居
住
す
。
叉
彼
の
新
立
町
民
み
九
里
氏
の
第
地
は
‘
才

監
物
の
萄
邸
也
。
才
遺
仁
は
小
立
野
に
居
住
し
、
道
仁
死
後
二
代
監

物
相
続
の
際
な
ど
に
‘
居
邸
を
ば
新
立
町
へ
移
椋
を
命
ぜ
ら
れ
し

に
や
、
瑞
光
寺
過
去
般
に
如
v
左
記
載
す
。

寛
永
二
年
九
月
十
九
日

一
甫
道
二
居
士

才

道

寛
永
七
年
十
二
月
廿
八
日

法
名
i
l
l
l

才
道
二
室九




